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認定基準

・行動計画の期間が、２年以上５
年以下であること。

・策定した行動計画を実施し、そ
れに定めた目標を達成したこと。

・３歳から小学校に入学するまで
の子を持つ労働者を対象とする
「育児休業の制度または勤務時
間短縮等の措置に準ずる措置」を
講じていること。

・計画期間内に、男性の育児休業
等取得者がおり、かつ、女性の育
児休業等取得率が７０％以上だっ
たこと。 など

・大企業（３０１人以上）
→義務

・中小企業（３００人以下）

→努力義務

・各都道府県労働局
に届出

・目標達成に向けて
計画実施

・次期行動計画の
策定・実施

・認定の申請

・一定の基準を満た
す企業を認定

・企業は商品等に認
定マークを使用可

行動計画例
１ 計画期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日まで

２ 内容

目標１ 計画期間内に育児休業の取得状況を次の水準に

する

男性：年に○人以上取得

女性：取得率○％以上

対策 平成○年○月 管理職を対象とした研修の実施

平成○年○月 育児休業中の社員で希望する者

を対象とする職場復帰のための講習会を年に○回

実施

目標２ ノー残業デーを月に１日設定する。

対策 平成○年○月 部署ごとに検討グループを設置

平成○年○月 社内報などでキャンペーンを行う

目標○ ・・・

対策 ・・・

行動計画の策定行動計画の策定 届出・実施届出・実施 計画終了・目標達成計画終了・目標達成 厚生労働大臣に
よる認定

厚生労働大臣に
よる認定

・
・
・ 次世代認定マーク「くるみん」

次世代法に基づく企業の行動計画策定・実施について
［平成１７年４月１日～］ ［平成１９年４月１日～］

○届出状況（平成１９年９月末時点）

３０１人以上企業の９７．６９７．６％％

３００人以下企業 ７，８１１社７，８１１社

規模計届出企業数規模計届出企業数 ２０，７７２社２０，７７２社

（３００人以下届出企業数１９年６月末（３００人以下届出企業数１９年６月末 ６，４８４社）６，４８４社）

○認定状況（平成１９年９月末時点）
認定企業 ３６６社
審査中の企業 １６社
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現在の登録企業

288社
（2007年12月18日現在）

http://www.nagaoka-toso.co.jp/URL

子供の看護のために子供１人につき年間5日の
有給休暇付与（高校卒業まで）
保育所の費用の3分の1を助成
始業・就業時刻の繰り上げ・繰り下げ
１時間までの育児短時間勤務制度

子育て中・妊娠中の従業員の休憩室新設とマッ
サージチェア・空気清浄機の購入
１週間の所定労働時間を1時間短縮
育児休業取得者の代替要員を確保
2004年 Ｈ15年度働く人と家庭にやさしい事業所
表彰（島根県商工労働部政策課）
2005年 子育て応援団賞受賞 子育てしやすい雇

用環境部門（島根県青少年家庭課少子化対策推
進室）

我が社の両
立自慢

一般事業主
行動計画

塗装工事業・防水工事業・とび土工・建築一式事業概要

0852-26-1643FAX

0852-26-1641電話

島根県松江市西嫁島1-2-14所在地

従業員数 20名（うち女性5名）企業規模

建設業業種

株式会社 長岡塗装店企業名
行動計画策定

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやす
い環境をつくることによって全ての社員がその能力を十分に発揮でき
るようにするため、次のように行動計画を策定する。

1. 計画期間平成17年4月1日から平成19年3月31日までの2年間

2. 内容
目標1 計画期間内に小学校から高校に就学している子どもの看

護のための有給休暇を延べ5日取得できる制度の導入

＜対策＞
・平成17年9月制度の実施にむけて役員研修を行う
・平成18年1月～ 制度の理解促進のため、部署ミーティングにて説

明を行う
・平成18年4月～ 制度の導入並びに社内報を作成し社員に周知す

る

目標2 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施

＜対策＞
・平成17年9月年次有給休暇取得の現状を把握する
・平成17年10月～ 計画的な取得にむけて役員研修を計画期間に3
回行う

・平成18年4月～ 各部署において年次有給休暇の取得計画研修

を策定する
・平成18年10月～ 社内報などで社員に周知する

目標3 子どもが保護者である労働者の働いているところを実際に

見ることが出来る「子ども参観日」の実施
＜対策＞
・平成17年10月 社内で受入方法や体制について検討する
・平成18年3月社内報などで制度を社員に周知する
・平成18年4月～ 参観日を年1回設定し、開催する

行動計画策定
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやす

い環境をつくることによって全ての社員がその能力を十分に発揮でき
るようにするため、次のように行動計画を策定する。

1. 計画期間平成17年4月1日から平成19年3月31日までの2年間

2. 内容
目標1 計画期間内に小学校から高校に就学している子どもの看

護のための有給休暇を延べ5日取得できる制度の導入

＜対策＞
・平成17年9月制度の実施にむけて役員研修を行う
・平成18年1月～ 制度の理解促進のため、部署ミーティングにて説

明を行う
・平成18年4月～ 制度の導入並びに社内報を作成し社員に周知す

る

目標2 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施

＜対策＞
・平成17年9月年次有給休暇取得の現状を把握する
・平成17年10月～ 計画的な取得にむけて役員研修を計画期間に3
回行う

・平成18年4月～ 各部署において年次有給休暇の取得計画研修

を策定する
・平成18年10月～ 社内報などで社員に周知する

目標3 子どもが保護者である労働者の働いているところを実際に

見ることが出来る「子ども参観日」の実施
＜対策＞
・平成17年10月 社内で受入方法や体制について検討する
・平成18年3月社内報などで制度を社員に周知する
・平成18年4月～ 参観日を年1回設定し、開催する

一般事業主行動計画.pdf

公表サイト（両立支援のひろば）に掲載された行動計画の例
URL：http://www.ryouritsushien.jp/index.php
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42.5
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57.1

22.2

21.0

34.5

34.0

33.0

44.1

4.7

4.6

6.2

27.3

26.3

37.3

10.3

10.1

13.0

17.3

18.4

6.8

0 10 20 30 40 50 60

企業規模計

３００人以下

３０１人以上

(%)

社員の意欲や満足度の向上

生産性の向上

人材の定着

人材の採用に有利

社会貢献によるイメージの向上

子育て支援に関する助成金等を受け
るのに有利
女性の活用に役立つ

仕事の進め方・時間管理の改善につ
ながる
特にメリットはない

行動計画策定のメリット

資料出所：「一般事業主行動計画策定支援事業報告書(平成１８年）」

（厚生労働省委託事業 全国中小企業団体中央会）より厚生労働省において作成

「人材の定着」（４２．５％）、「社員の意欲や満足度の向上」（４０．９％）、「社会
貢献企業としてのイメージの向上」（３４．０％）にメリットがあるとしている。
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31.0

30.8

34.2

14.2

14.2

13.7

30.0

29.7

35.6

19.3

19.5

15.1

24.2

24.3

21.9

12.1

12.1

12.3

7.2

7.5

2.7

9.0

9.0

11.0

0 10 20 30 40

企業規模計

３００人以下

３０１人以上

(%)

どの様な計画をつくればよいのか
わからない

計画の策定や届出が面倒

人手が不足していて計画策定にま
で手が回らない

コスト面の負担増

法律の範囲で制度を設けており、
それ以上の上乗せは困難

子育て期の社員がいない

自社にとってメリットが少ない

特に妨げとなる点はない

計画策定の妨げとなる点

計画策定の妨げとなる点として、「どのような計画をつくればよいのか分からない」
（３１％）、「人手が不足していて計画策定にまで手が回らない」（３０％）が多い。

資料出所：「一般事業主行動計画策定支援事業報告書(平成１８年）」

（厚生労働省委託事業 全国中小企業団体中央会）より厚生労働省において作成

計画の策定に、どのようなことが妨げとなるか
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9.6

22.1

5.2

22.1

35.7

18.0

13.3

66.0

40.2

75.3

81.3

3.1

2.2

2.0

1.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数

「認定」を申請する考えがある

「認定」を申請する考えはない

行動計画をまだ作成していない

対策をとっている

今後、検討する予定

特段の対策はとっていない

無回答

認定取得に向けた取組の効果

「認定申請をする考えがある」企業のうち２２．１％が何らかの男性の育児休
業取得促進策を実施しており、今後、検討する予定を含めると、５割を超える。

資料出所：「仕事と家庭の両立支援にかかわる調査(平成１９年）」

（（独）労働政策研究・研修機構）

男性の育休取得促進策の実施状況（次世代法の「認定」希望の有無別）
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認定企業における男性の育児休業
取得者数

47.3

69.5

88.9

87.5

23.3

8.5

11.1

12.5

18.6 10.9

0

0

12.2

0

0

9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１００１人以上

３０１～１０００人

１０１～３００人

１００人以下

１人

２人

３人～５人

６人以上

認定企業における男性の育児休業
取得期間

9.3

24.4

33.3

50.0

12.0

19.5

5.6

12.5

35.7

28.0

44.4

37.5

15.5

11.0

5.6

0

14.3

12.2

11.6

11.1

0

4.9

0

0

1.6

0

0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１００１人以上

３０１～１０００人

１０１～３００人

１００人以下

１日～２日

３日～５日

６日以上～１ヶ月未満

１ヶ月以上～２ヶ月未満

２ヶ月以上～６ヶ月未満

６ヶ月以上～１年未満

１年以上

※１社につき２人以上の男性の育児休業取得者がいる場合には、
最も長い育児休業取得者１人の期間

認定企業における男性の育児休業取得の状況

（平成１９年９月末現在・厚生労働省調べ）


